


 美浜発電所 第 73 条-1/2 

（外部電源） 

第 ７３ 条 モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯蔵して

いる期間において、外部電源※１は、表７３－１で定める事項を運転上の制限とする。 

２．外部電源が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため、次号を実

施する。 

(1) 当直課長は、モード１、２、３、４、５、６および使用済燃料ピットに燃料体を貯

蔵している期間において、１週間に１回、所要の非常用高圧母線に電力供給可能な外

部電源２回線以上の電圧が確立していること、および１回線以上は他の回線に対して

独立性を有していることを確認する。 

変圧器１次側において１相開放を検知した場合、故障箇所の隔離または非常用母線

を健全な電源から受電できるよう切替を実施する。 

また、予備変圧器から所内負荷へ給電時は、77 kV 送電線の電流値を確認する。 

３．当直課長は、外部電源が第１項で定める運転上の制限を満足していないと判断した場

合、表７３－２の措置を講じるとともに、照射済燃料の移動を中止する必要がある場合

は、原子燃料課長に通知する。通知を受けた原子燃料課長は、同表の措置を講じる。 

 

※１：外部電源とは、電力系統からの電力を第７９条および第８０条で要求される非常用

高圧母線に供給する設備をいう（以下、各条において同じ）。 

 

表７３－１ 
項 目 運転上の制限 

外部電源 
(1) ２回線※２以上が動作可能であること※３ 
(2) (1)の外部電源のうち、１回線以上は他の回線に対し
て独立性を有していること※４ 

※２：外部電源の回線数は、当該原子炉に対する個々の非常用高圧母線全てに対して電力

供給することができる発電所外からの送電線の回線数とする（以下、各条において

同じ）。 

※３：送電線事故の瞬停時は、運転上の制限を適用しない。 

※４：独立性を有するとは、「送電線の上流において１つの変電所または開閉所のみに連

系しないこと」をいう。 
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表７３－２ 
条 件 要求される措置 完了時間 

A. 全ての外部電源が他の回
線に対し独立性を有して
いない場合 

A.1 当直課長は、動作可能な外部電源に
ついて、電圧が確立していることおよ
び電流値※５を確認する。 

および 

４時間 
その後の１日に
１回 

A.2 当直課長は、動作可能な外部電源の
少なくとも１回線以上を他の回線に対
して独立性を有している状態に復旧す
る。 

３０日 

B. 動作可能な外部電源が１
回線である場合 

B.1 当直課長は、動作可能な外部電源に
ついて、電圧が確立していることおよ
び電流値※５確認する。 

および 

４時間 
その後の１日に
１回 

B.2 当直課長は、動作不能となっている
外部電源の少なくとも１回線を動作可
能な状態に復旧する。 

１０日 

C. 動作可能な外部電源が１
回線である場合 

および 
ディーゼル発電機１基が
動作不能である場合※６ 

C.1 当直課長は、動作不能となっている
外部電源１回線またはディーゼル発電
機１基を復旧する※６。 

１２時間 

D. 全ての外部電源が動作不
能である場合 

D.1 当直課長は、動作不能となっている
外部電源の少なくとも１回線を動作可
能な状態に復旧する。 

２４時間 

E. モード１、２、３および
４において、条件Ａ、Ｂ、
ＣまたはＤの措置を完了
時間内に達成できない場
合 

E.1 当直課長は、モード３にする。 
および 

１２時間 

E.2 当直課長は、モード５にする。 ５６時間 

F. モード５、６および使用
済燃料ピットに燃料体を
貯蔵している期間におい
て、条件Ａ、Ｂ、Ｃまたは
Ｄの措置を完了時間内に
達成できない場合 

F.1 原子燃料課長は、照射済燃料移動中
の場合は、照射済燃料の移動を中止す
る※７。 

および 

速やかに 

F.2 当直課長は、１次冷却材中のほう素
濃度が低下する操作を全て中止する。 

および 

速やかに 

F.3 当直課長は、１次冷却系の水抜きを
行っている場合は水抜きを中止する。 

速やかに 

※５：電流値の確認については、77kV 送電線の電流値を確認する。（予備変圧器から所内

負荷へ給電時） 

※６：モード１、２、３および４以外においては、ディーゼル発電機には、非常用発電機

１基を含めることができる。非常用発電機とは、所要の電力供給が可能なものをい

う。 

※７：移動中の燃料を所定の位置に移動することを妨げるものではない。 
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